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事業の進
捗状況

重信川全体で流出を抑制する必要のある土砂量(約3,404千m3)に対する整備率は約49％（令和元年度末）である。

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案立案の可能性等、総合的な判断による。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

＜都道府県の意見・反映内容＞
【愛媛県知事意見】
・近年、西日本豪雨をはじめ各地で集中豪雨による大規模土砂災害が頻発しており、重信川水系直轄砂防事業は、県都松山市など流域住民を土砂
災害から守るために必要な事業であることから、より一層のコスト縮減に努めるとともに迅速かつ確実な事業実施をお願いします。

事業の進
捗の見込
み

昭和23年度より着手した重信川水系直轄砂防事業で整備した砂防施設は、114基（令和元年度末）であり、実施中の事業は、特段の問題もなく順調
に進捗している。
今後も地域の状況や社会情勢の変化を踏まえ、概ね30年程度の事業計画（中期計画）に基づき計画的に事業を推進し、確実な事業実施に努める。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

ソイルセメントの活用によるコスト縮減のほか、工事における測量から検査に至る各工程に情報通信技術を取り入れたICT施工により、施工の効率
化・高精度化を図ることで生産性の向上や品質の確保、現場の安全性向上に取り組んでいる。

対応方針 継続

事業の効
果等

・重信川直轄砂防区域からの流出土砂を軽減し、重信川下流域の河床上昇を防ぐことで河川水位の上昇を抑え、下流域の浸水被害を軽減すること
と合わせ、重信川直轄砂防区域における土石流による人的被害、家屋被害、田畑の埋没、交通途絶等の被害を軽減する。

社会経済
情勢等の
変化

・重信川沿川市町には、愛媛県全体の約4割にあたる64万人もの人たちが生活しており、社会、経済的に重要な地域である。特に重信川下流に位置
する松山市は県庁所在地であり、愛媛県の政治、経済を担っており、高度な土地利用がなされている。
・直轄砂防事業区域内の東温市は、新興住宅や事業所が建設され、人口、資産が集積している。
・四国の大動脈である松山自動車道や国道11号が直轄砂防事業区域内を通過しており、土砂流出により被災した場合には、人流や物流などの途絶
による社会的、経済的影響が大きい。
・これらのことから、砂防事業による保全の必要性が非常に高い地域である。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.5 1.81.6 1.8
残工期（+10%～-10%） 1.7 1.71.7 1.6
資産（-10%～+10%） 1.6 1.81.5 1.7

B/C

C:総費用(億円) 129 B/C 1.6 B-C 83

1.7
残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

110 C:総費用(億円) 66

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・重信川流域は全国的にも河床勾配の急な水系であり、土砂が流出しやすい地形条件を呈している。また、中央構造線の影響により、断層や破砕帯
が多数みられ複雑な地層を呈し、崩壊が発生しやすい地質構造で、土砂生産の活発な流域である。このような地形・地質条件から、当該地域では、
梅雨前線や台風による降雨に伴い土石流や崩壊などの土砂災害が頻繁に発生している。
・重信川沿いには、四国最大の都市で愛媛県の県庁所在地でもある松山市をはじめとする3市2町があり、沿川の地域は愛媛県の社会、文化、経済
の中核となっている。また、流域内には四国の大動脈である松山自動車道、国道11号が通るなど、土砂流出が生じた場合には甚大な被害をもたらす
恐れがある。
・下流河川区間の周辺には、JR予讃線、伊予鉄道、松山空港などの重要交通機関が位置しており、土砂・洪水氾濫被害による機能低下が懸念され
る。
・直轄砂防事業の契機となった昭和18年7月、昭和20年10月の台風災害では、重信川流域内および下流の河川区間で未曾有の被害が生じている。
近年では、平成11年9月の台風16号により、表川流域を中心に5箇所で土石流が発生した。

＜達成すべき目標＞
・重信川本川流域では、砂防堰堤の整備や既存施設の改良などの対策を推進することにより、下流河川区間への大規模な土砂流出の軽減を図る。
・表川流域では、土石流危険渓流の想定氾濫区域内に重要交通網（松山自動車道、国道11号）及び要配慮者利用施設、避難場所が含まれる流域
に最低1基の施設整備を完了させ土石流対策を推進するとともに、下流河川区間への大規模な土砂流出の軽減を図る。
・流木捕捉施設の新規設置や既設堰堤の改良による流木止めの設置等の必要な流木対策を実施するとともに、総合土砂管理の観点から透過型砂
防堰堤の整備や既設堰堤のスリット化などの対策を推進する。
・上記対策を進めることで、重信川で流出を抑制する必要土砂量の約70％の抑制を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・軽減を推進する。

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：1,780ha、世帯数：15,674世帯、事業所：1,623施設、主要交通機関：松山自動車道、国道11号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和2年度
B:総便益
(億円)

212
EIRR
（％）

7.2

事業期間 平成23年度～令和23年度

総事業費
（億円）

約147 残事業費（億円） 約93

実施箇所 愛媛県東温市

該当基準 再評価実施後一定期間（５年間）が経過している事業

事業諸元 直轄砂防区域面積：約136km2、主要施設：砂防堰堤等

事業名
（箇所名）

重信川水系直轄砂防事業
事業
主体

四国地方整備局
担当課長名
担当課 水管理・国土保全局砂防部保全課

伊藤　仁志

＜再評価＞

-1-

（案） 資料－５－２



-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-


